
















はじめに 

先天異常とくに先天奇形は出生前医学の中でもとりわけ重要な領域であるが,近代医学の

めざましい進歩にもかかわらず,なお取り残された課題である。その理由としては,先天異

常の成因は色々で環境要因によるものは 10%程度にすぎないとされていること,非可逆的

で治療が難かしいことが多いこと,比較的頻度が少ないと誤って考えられてきたことなど,

種々の要因が複雑にからみあっているためと考えられる。出生時の先天奇形の発生増加を

経時的に監視するモニタリングは,新しい催奇形因子の導入を検索する最初でかつ必須の

過程として医学界ではかなり認識されてきたと考えられる。現在各国で先天奇形のモニタ

リングが行なわれ,30 国 26 プログラムが参加する国際協力機構 1nternational 

Clearinghouse for Birth Defects Monitoring System が成立しており,わが国もこれに参

加している。わが国でも,日本母性保護医協会,東京都立病産院・都内日赤病院,神奈川県,

鳥取県,石川県,大阪府(現在は中止)などでいろんな形態で試みられている。しかし,その実

行に当っては,医学者と厚生行政当局と一般市民との緊密な協力が必要であるが,必しもな

お十分とは思われない。 

ここではモニタリングの技術論ではなく,モニタリング制度をわが国で確立するための基

本的問題を考察することとする。「わが国に適した」という命題を考えるには,目標は同じ

でも 2つの異った道筋がある。一つは,他国には適しないが,わが国独特の適切な方法があ

るのかという問いであり,もう一つは,他国で最適と考えられる方法が,わが国で行ない難

いのであれは何故かということであろう。いずれの道をとるにしても,まずわが国の国民性

などの日本人の特性を論ずることと,一方で,外国でのモニタリングについての問題点をよ

く知ることが必要であろう。 


